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社会保障国民会議 所得確保・保障 

（雇用・年金）分科会（第８回）議事要旨 

 

１．日 時：平成２０年１０月１７日（金）９時０１分～１１時００分 

２．場 所：内閣府庁舎別館２階第一会議室 

３．出席者：清家座長、岡本委員、権丈委員、古賀委員、小杉委員、塩川委員、 

     中村委員、細野委員、水町委員、宮島委員、 

     南委員（オブザーバー）、吉川委員（オブザーバー） 

内閣官房副長官 

４．議事要旨 

○清家座長 皆さん、おはようございます。 

それでは、定刻になりましたので、ただいまから第８回社会保障国民会議、所得確

保・保障（雇用・年金）分科会を開催いたします。 

委員の皆様には、ご多忙のところ、また早朝からご出席いただきましてありがとう

ございます。 

本日は、第１分科会中間とりまとめへの対応状況についてと、職業生涯を支えるため

の能力開発支援政策についてをテーマに資料の説明を受けた上で、国民会議の最終報

告とりまとめに向けまして、当分科会としての追加報告事項（案）について議論を進

めたいと考えております。 

まず、事務局から資料の説明をしていただきまして、その上で意見交換を行うことと

いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

なお、本日は、岩村委員、岩本委員、小田委員、原委員、宮武委員、山田委員よりご

欠席との連絡をいただいております。また、オブザーバーとしてご出席いただいてお

ります南委員よりは、少し遅れてご出席というふうに伺っております。 

本日は、まず松本官房副長官にご出席をいただいておりますので、ごあいさつをいた

だきたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○内閣官房副長官 皆様、おはようございます。ご紹介をいただきました副長官の松本で

ございます。伊藤達也前補佐官に引き続きまして、私が社会保障国民会議を担当する

こととなりました。どうぞよろしくお願い申し上げます。座らせていただきます。 

さて、年金や医療など社会保障制度のあり方は、国民生活の基本をなすものであり、

国民の関心が極めて高いことは言うまでもありません。今春以来、福田前総理のもと、

国民会議の委員の皆様が国民の目線に立ち、あるべき社会保障の将来像について審議

を重ねてこられたことに改めて敬意を表するものでございます。 

特に、本分科会では、社会保障制度健全化の鍵は現役世代の活力との基本的な視点に

立って、雇用制度や年金制度についてご議論をいただき、年金の財政方式に関するシ

ミュレーションの結果の公表や非正規雇用の方々への厚生年金適用の拡大、また高齢
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者の所得保障の拡充など幅広い課題について、６月に中間的なとりまとめをしていた

だきました。清家座長を初め、各委員の皆様のご尽力に感謝を申し上げる次第でござ

います。 

本日は、前回の低所得者対策と並び、最終報告に向けたさらなる課題として、能力開

発政策の現状と今後のあり方についてご議論をいただくこととなっております。忌憚

のないご意見を賜り、最終報告を実りあるものにしていただければ幸いに存じます。 

国民の最大関心事である社会保障制度改革が最重要の政策課題であることは、麻生内

閣でも変わりません。国民の最終報告とりまとめに向け、これまでの大きな成果を引

き継ぎながら、内閣官房副長官として力を尽くしてまいりたく存じます。 

皆様方の変わらぬご支援、ご協力をお願いを申し上げまして、ごあいさつといたしま

す。ありがとうございます。 

○清家座長 どうもありがとうございました。 

副長官は、ここで国会の関係でご退席になります。どうもありがとうございました。 

○内閣官房副長官 ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○清家座長 それでは、事務局から本日の配付資料の確認をお願いいたします。 

○内閣参事官 それでは、資料の確認をさせていただきます。 

お手元、議事次第、それから事務局作成資料といたしまして、資料１、資料２、資料

３、それから参考資料という形で配付をさせていただいております。 

それから、いつものように青色のファイルに、これまでの分科会の配付資料、それか

ら、中間とりまとめ。それから、国民会議本体のほうの中間報告、これをご参考まで

に配付をさせていただいております。 

以上でございます。 

○清家座長 よろしゅうございましょうか。 

それでは、早速本題に入りたいと思います。まず、本日のテーマに関連する資料を事

務局に用意していただきましたので、まず事務局より簡潔にご説明をお願いいたしま

す。 

○内閣参事官 それでは、資料のご説明をさせていただきます。 

まず、資料１でございます。「社会保障制度健全化の鍵は現役世代の活力」（中間と

りまとめ）への対応状況ということで、資料をまとめております。 

これは、第１分科会中間とりまとめで提言をしていただきました、その内容につきま

して、その後「５つの安心プラン」、それから昨日成立いたしました補正予算に盛り

込まれております「安心実現のための緊急総合対策」、それから平成21年度の予算概

算要求といった形で反映をしているところでございまして、それを事務局のほうで厚

生労働省等関係省庁に協力をいただきまして、まとめさせていただいたというもので

ございます。 

１ページ、あけていただきますと、以下資料の構成同様になっておりますけれども、
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今申し上げました「５つの安心プラン」は緑色で、それから補正予算による「安心実

現のための緊急総合対策」、これが茶色、それから平成21年度の予算概算要求、これ

が薄い青色で、それぞれ中間報告の内容に沿って整備をされているものでございます。

簡単に、ごらんいただきながら説明をさせていただきたいと思います。 

１ページからでございますが、６ページまでずっと中間報告でとりまとめていただき

ました、左側に若者雇用政策という項目がございます。これに対応しまして、先ほど

３つに分けまして、反映状況というものを示しております。 

例えば、「５つの安心プラン」、緑色の中で見ていただきますと、一番上に「フリー

ター等正規雇用化プラン」といった形で、フリーター等の若者を重点的に就職促進、

職場定着まで一貫して就職支援を実施するといったようなプランというものについて

取り組んでいるということでございます。 

そういったさまざまな施策が提示をされておりますが、７ページに行っていただきま

して、非正規雇用政策、これについても中間報告でさまざまな提言をいただきました。

これにつきまして、７ページから９ページまで同じように反映状況が示されておりま

す。 

例えば、９ページになりますが、「５つの安心プラン」、緑色の中で日雇派遣などに

ついての労働者派遣法制の見直しということで、労働者派遣法制の見直し等に取り組

んでいるという状況のご説明がございます。 

それから、10ページに入りますと能力開発政策、これは詳しくまた資料２のほうで説

明がありますけれども、例えば「ジョブ・カード制度の整備・充実」といった取組や、

「訓練期間中の生活保障のための給付ができる仕組みを創設」といった形で、施策に

反映が図られております。 

11ページございますが、さまざまな就労促進施策についても中間報告で提言をいただ

いております。緑の「安心プラン」の11ページの一番下のところに、例えば、育児・

介護休業法の見直しといった取組がされております。 

それから、さまざまな就労促進の中で、14ページを見ていただきますと、高齢者の就

労促進ということでも施策が取り組まれておりまして、例えばこれは青の平成21年度

の予算概算要求のところを見ていただきますと、65歳以上の高齢者の雇用支援に対し

ての、予算面の拡充などが検討されているということでございます。 

あと、18ページを見ていただきますと、障害者の就労促進策についても提言いただき

ました。これにつきまして、例えば中小企業に対する障害者雇入れ支援の拡充といっ

た措置が21年度の概算要求の中に反映されているということでございます。 

それから、19ページでございますが、働き方に中立的な社会保険制度の確立というこ

とで、「５つの安心プラン」で、被用者年金一元化法案の早期成立を目指すといった

形での取組ということでございます。 

それから、20ページ、政策運用上の課題について、例えばワンストップサービスを地
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域ごとに確立すべきであるといった提言でございますが、これに対する予算上の取組

の説明がございます。 

それから、21ページ、高齢期における所得保障のあり方ということで、１番、緑の

「安心プラン」の中に、意欲ある高齢者の就労促進のための年金関連措置を検討とい

った取組がございます。 

それとあわせまして、22ページ、公的年金制度のあり方につきましても記述がござい

ますが、年金制度の検討につきましては、本日参考資料でお配りをしておりますが、

９月29日の社会保障審議会年金部会で、平成16年改正後の残された課題に対する検討

の視点ということで、さまざまな検討の論点が提示をされていまして、国民会議の提

言も受けまして、厚生労働省のほうで検討が開始されているといった状況でございま

す。この参考資料につきましては、本日はご説明は省かせていただきたいと思います。 

そういった状況でございまして、今後ともこのような第１分科会の中間とりまとめに

おいてなされた提言の反映を図っていただくということで、期待をしたいと考えてお

ります。 

以上が、資料１のご説明でございます。 

引き続きまして、資料２、職業生涯を支えるための能力開発支援策についてというこ

とで、これも関係省庁のご協力によりまして作成をさせていただきました。能力開発

施策の現状につきましてのご説明でございます。 

１ページ目をあけていただきますと、これは言うまでもないことでございますが、こ

の分科会では所得の確保が一番大きな検討課題でございますけれども、この１ページ

の上の枠囲いにありますように、働く人が低所得に陥らないようにする、そのために、

職業能力を向上させていくことが根本であるということで、そういう意味で本日、能

力開発に焦点を当てた議論をしていただきたいということでございます。 

この施策の現状ということで、この１ページにありますように、４本柱にまとめてあ

りまして、非正規雇用から安定雇用への移行を促進するための職業能力開発支援。そ

れから、２つ目が、雇用のセーフティネットとしての公共職業訓練。３つ目が、労働

者一人一人の豊かな職業生涯を支えるための施策。４つ目が、高齢者の知識・経験を

活かした能力発揮支援。このような４つの柱でご説明をさせていただきたいと思いま

す。 

最初に、２ページからでございますが、非正規雇用から安定雇用への移行を促進する

ための職業能力開発支援でございます。 

最初に出てまいりますのが、ジョブ・カード制度。３ページからでございます。４ペ

ージを見ていただきますと、本年４月にスタートいたしましたジョブ・カード制度に

ついてのご説明がございます。このジョブ・カード制度は、フリーターや子育て終了

後の女性、母子家庭の母親の方、新卒者など、職業能力形成機会に恵まれない方が安

定した雇用に移行できるような、キャリア・コンサルティングによるそれぞれの個人
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の課題の明確化、それから、その上での企業実習に座学を組み合わせた実践的な職業

訓練の提供。その結果を企業からの評価結果等、ジョブ・カードとしてとりまとめて

就職活動等に活用していただくといった施策でございます。 

５ページに、そのジョブ・カード、実際に具体的なカードの内容がございますが、６

ページにありますように、大きく分けてジョブ・カード制度のもとで３つの職業訓練

が行われております。 

１つは、この一番左の柱にあります、有期実習型訓練、これはフリーター等社員経験

が少ない方につきまして、３カ月から６カ月の間企業に雇用して訓練を行う。それか

ら、真ん中の柱が、主として新規学卒者を現場の中核人材に育成するための実践型人

材養成システム。それから、右がすぐに企業に雇用されがたいフリーター等につきま

して、民間教育訓練機関等に委託いたしまして訓練を行う、日本版デュアルシステム

といっております訓練。こういった３つのタイプの訓練が実施されております。 

７ページでございますが、その中での有期実習型訓練について、これは６月にこの分

科会で中村委員から、こういった有期実習型訓練の普及について、経費負担等の問題

で課題があるのではないかというご指摘がございました。これにつきまして、例えば

７ページ、８ページでご説明がございますが、その後の検討で助成措置の要件の緩和

等、できるだけ幅広く活用していただくように負担軽減のための見直しを行っている

ということでございます。 

それから、平成21年度概算要求におきましても、雇用型訓練を実施するための企業へ

の助成の拡充等、これからもジョブ・カード制度の整備充実に向けて対応がなされる

予定ということでございます。 

それから、10ページ、11ページでニート層に対する支援ということで、まず10ページ

は、地域の拠点としての地域若者サポートステーション事業の拡充の内容が掲げられ

ております。 

それから、11ページでございますが、合宿形式による集団生活の中で働く自信と意欲

を付与することを目的といたしまして、若者自立塾事業につきまして、プログラムの

創意工夫を行っているという内容でございます。 

それから、12ページ以降、母子家庭の母親の方等に対する就労支援ということで、13

ページでございますが、就労経験がない、あるいは就労経験が乏しい、したがって低

所得に陥りやすい母子家庭の母親の方、あるいは生活保護受給者等に対しましては、

ビジネスマナー等の準備講習つきの職業訓練を実施するということでございます。 

14ページに、平成21年度からの新規施策として検討されている、特性に応じた訓練コ

ースが示されております。 

それから、２つ目の大きな柱でございます、雇用のセーフティネットとしての公共職

業訓練のご説明が次にございます。 

17ページをあけていただきますと、国及び都道府県が行っております公共職業訓練、
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これは３つ柱がございまして、離職者訓練、在職者訓練、学卒者訓練といった形で訓

練が行われているということでございます。 

19ページを見ていただきますと、特に離職者訓練につきましては雇用情勢の変化に応

じ、国の雇用対策の重点の１つとして、これまでも機動的に実施されてきたというこ

とでございます。雇用のセーフティネットとしての役割を担っているということで、

この実施状況、それから就職率等で計測いたしました効果の状況につきまして、19ペ

ージで示されております。 

訓練内容につきましては、できるだけ就労ニーズに合ったものにするということで、

20ページにＰＤＣＡサイクルによるカリキュラムの見直し等が行われているという状

況についてご説明がございます。 

それから、21ページから23ページでございますが、こうした職業訓練を受ける間の受

けている方々に対する経済的な支援がやはり必要だということで、22ページでござい

ますが、訓練受講生の経済的な負担の軽減を図り、職業訓練を受けやすくするための

融資制度ということでございます。 

23ページに平成20年度の補正予算で対応したというものでございますが、新たにジョ

ブ・カード制度の委託型訓練受講者に対して、生活保障のための充実といった措置が

とられるということでございます。 

それから、３つ目の柱でございます。労働者一人一人の豊かな職業生涯を支えるため

の施策ということで、24ページから27ページまで説明がございますが、25ページをあ

けていただきますと、キャリア形成促進助成金制度ということで、事業主が教育訓練

のための休暇を付与するといったことに対する支援制度がございます。 

それから、27ページを見ていただきますと、さまざまなキャリア・コンサルティング

ということを普及促進という施策が実施をされているということでございます。 

それから、28ページを見ていただきますと、労働者の技能を習得する意欲を増進する

ということでの目的といたしましては、技能検定制度。29ページには、事務系職業に

つく労働者の職業能力習得の支援。また、能力の適正な評価ということで、ビジネ

ス・キャリア検定制度といったことも実施をされているということでございます。 

それから、３つ目の柱でございますが、高齢者の知識・経験を生かした能力発揮支援

ということで、高齢者の知識・経験を生かした能力開発という施策でございますが、

31ページを見ていただきますと、団塊世代の熟練技能者の引退が本格化するという中

で、こういった熟練技能の維持、継承をどうやって図っていくかということでござい

まして、すぐれた技能人材を中小企業等に派遣しまして、技能指導等を行うといった

施策が実施されております。 

平成21年度より、新たに技能継承インストラクターといった制度を設けまして、教育

の実施を行っているということでございます。これについては32ページにご紹介がご

ざいます。 
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それから、33ページを見ていただきますと、技能継承等支援センターを各地域に設置

をいたしまして、関係機関と調整しながら中小企業等に対する技能継承、人材育成に

対する総合的な情報提供、相談、こういった事業を実施しているところでございます。 

それから、この資料の最後の34ページでございますが、地域貢献活動分野に係る職業

能力開発推進体制の整備ということで、定年を迎え地域社会に戻ってくる団塊の世代

を中心といたしました中高年齢者等の方々が地域貢献活動を行うＮＰＯ法人などを、

新たな就業先として選択できると、こういった環境を整備するためのコミュニティ

ー・ジョブ支援事業ということも実施をされているということでございます。 

以上が、資料２の、現在の政府で行われている、あるいはこれから拡充が図られよう

としている能力開発支援政策のご説明でございます。 

それから、次に資料３を見ていただきたいと思います。 

資料３でございますが、これは本日の分科会での審議のたたき台ということで、座長

と事務局で相談して作成をさせていただきました。 

本年６月に中間とりまとめをこの分科会でしていただきましたが、その後、本日を含

めまして２回の審議をしていただいたところでございます。前回は低所得者対策、そ

れから本日は能力開発政策についてのご審議をいただきます。この２回の審議結果を、

最終的な国民会議のとりまとめに向けまして反映させていただくために、当分科会と

いたしまして、追加報告という形で報告をとりまとめて、親会議のほうに報告をして

はどうかというのが、この追加報告事項（案）の考えでございます。 

表書きのところは、以上の趣旨でございますけれども、以下、短いので読み上げさせ

ていただきます。 

１．低所得者対策。低所得者への就労支援を行う上で、日本経済の成長、特に中小企

業での就労機会の拡大が重要。また、地域ごとに雇用事情が異なることに応じたきめ

細かな就労支援施策の実施が必要。 

若年層など現役世代が生活保護を受けざるを得ないときに、そこから抜け出す力をつ

けるためのばね板のような施策が必要。自立支援に向けたハローワーク、自治体担当

者の増強などに加え、就労インセンティブに配慮した運営や、能力開発が不十分で自

立が困難な若者について、基礎的なレベルの訓練や、ジョブ・カード制度の活用等に

よる実践的な訓練の機会の提供等が必要。 

さらに、改正最低賃金法の趣旨に従って最低賃金を引き上げ、労働者の生活を下支え

していくことも重要。 

低所得者対策として各社会保障制度ごとにきめ細かく負担軽減策が講じられているが、

制度ごとの体系がばらばらであり、複雑である。各制度の担当者が相互理解に努める

とともに、制度横断的視点に立って、簡素化や必要な事務の効率化のための基盤整備

（社会保障番号・カードの検討等）を進めるべき。 

２．能力開発政策。これは本日の分科会の議論で議論をしていただく内容でございま
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すので、論点の形で投げかけさせていただいております。本日の審議を踏まえてとり

まとめるということが前提でございます。 

工程表。中間とりまとめに記された施策の具体的な推進体制を整備し、工程表を作成

して、早急に実施すべきではないか。 

２ページにまいります。就労ニーズに即した能力開発。既存の職業能力訓練校等のカ

リキュラムを就労時に実際に求められる能力の開発につながるものとするなど、就労

ニーズに即した能力開発となるよう、至急かつ継続的に見直しを進めるべきではない

か。また、職業能力開発と教育の間の障壁など、縦割りの弊害を除去し、国、地方、

教育界、産業界が一体となった能力開発体制の確立を図るべきではないか。 

職業生涯長期化に対応した能力開発。高齢化が一層進展する我が国において、長期化

する一人一人の職業生涯を持続可能で充実したものとしていくための職業能力開発へ

の支援を強力に進めるべきではないか。 

若年時能力開発対策による社会保障の基盤強化。若年時の能力開発の充実は、生涯に

わたる安定した雇用の大前提となるものであり、低所得に陥らないようにするために

も重要である。そして、このことは雇用保険制度の支え手の確保・充実にもつながる。

若年能力開発対策によって、雇用保険制度の安定的な運営を確保するとともに、社会

保障制度ひいては我が国経済社会全体の基盤の強化を図るべきではないか。 

以上でございます。 

資料の説明は、以上でございます。 

○清家座長 ありがとうございます。 

それでは、ただいまの事務局からのご説明も参考にしながら、今日は議論を進めたい

と思いますが、今日は２つ大きな課題がございます。 

１つは、今ご説明の前半のほうにございました能力開発についての論点を詰めて、そ

して我々の考え方をまとめていくということ。そして、それも踏まえまして、２つ目

は、今最後に川本参事官のほうからご説明ございました、この分科会における追加報

告事項案をとりまとめるということでございます。 

以上の２つの大きな点について、どなたからでもご自由にご発言ください。なお、何

人かの委員の方は、早めにご退席というふうに伺っておりますので、もしそのような

ご予定がある場合には、早めにご発言いただければ幸いでございます。では、よろし

くお願いいたします。 

どうぞ、水町委員。 

○水町委員 先ほどの話の両方にかかわる点なので、まとめてお話したいと思います。 

資料の１のところで、中間とりまとめがどうなったかというところのお話がありまし

たが、10ページに③の能力開発政策というところがありますが、その一番下のところ

で中間とりまとめの中で、「これらの施策に加え」というところの１段が「能力開発

政策を機軸としつつ、雇用保険制度および生活保護制度を有機的に連動させる総合的
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な就労促進・生活支援政策を検討すべきである。その際、国と地方、政府と民間の連

携にも留意することが重要だ。」ということが書かれている。これを今回の最終的な

全体の報告書に踏まえるときに、どういう形で書くかという点が私のこれからお話し

するところです。 

資料３で、追加報告事項案というところで、具体的にはどこら辺に当たるかと考えた

ところ、１の低所得者対策の中の２番目の白丸のところ、若年層の生活保護とばね板

というようなところと、２ページ目の就労ニーズに即した能力開発の一番上の白丸で、

最後のくだりで「国、地方、教育界、産業界が一体となった能力開発体制の確立を図

るべきではないか。」というところ、これをどういう表現にして、どういうインプリ

ケーションにしていくかというところが、私の意見なんですが、大きく２つあります。 

１つは、ここでおっしゃられているように、能力開発、職業訓練を中心とした政策を

推進していくということには、私自身も賛成です。ただし、そこで注意すべきなのは、

能力開発とほかの制度との関係をどう有機的に結びつけていくかというところが大切

で、これまでの政策は、例えば失業した人には失業給付、お金をあげると。それがな

くなって、さらに生活が困っている人には生活保護という形でお金をあげる。その失

業給付、雇用保険制度と、生活保護の制度と、ここでお話ししている中心となるべき

であるという、能力開発職業訓練制度というのは、別々の法律で、別々の制度として

運用されてきて、何かやらなければいけないというときは、どこかからちょっと手を

出すとか、それぞれの制度の独立性とか、制度の建前の改善にどこかがどこかに手を

出す、どこかがどこかに情報を流すとか、そういう制度だったんですが、この制度全

体のあり方をもう少し総合的に、有機的に見直さないと、今の大きな変化とか、細か

い地方のニーズには対応できない。 

実際に、アメリカでは、こういうのを一本化して地方におろすということもやられて

いますし、ヨーロッパでは、その失業給付をあげるときとか、生活保護をあげるとき

にも、そのアクティベーションというので、なるべく労働市場に積極的に参加しよう

と。政府とその対象者が１対１の契約を結んで、あなたはこういうところで困ってい

るから、あなたはこういう能力が足りないから、こういうことを努力しなさいと、こ

ういうふうにしなさいということを対象者に義務づけて、それをきちんとやっていれ

ば、場合によっては、失業給付を支給する、場合によっては生活保護を支給するとい

う、制度的な連関が大きな改革で、全体として結びつけるような改革がヨーロッパ全

体で、イギリスとか、ドイツでもフランスでも行われていますが、そういう制度全体

のかかわりをどうしていくかという視点が大変重要なのではないかというところが１

つです。なので、そこの少しインプリケーションを制度全体の総合的、有機的な関係

というのを、制度の抜本的な見直しを含めて考えていくべきだということを入れてい

くべきではないかなというのが１点。 

それと、もう一点は、それとかかわるところなんですが、そういう政策をアメリカで
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も、ヨーロッパでも推進していくときに、重要なのは権限を地方におろすと。実際の

産業のニーズやその労働、就労のニーズというのは、各現場、地方にあることが大き

くて、実際、国で一律の基準とか政策を決めて、地方の細かいニーズに対応できるか

というのは、なかなか難しい。それを具体的にどういう形で改革であらわすかという

のは、制度を横に結びつけて、かつ地方に大きく権限をおろすということが、実際に

ヨーロッパでもアメリカでも行われています。 

実際、ここにこの最終的なまとめの中でも、教育界や産業界が一体となった体制を整

備していくべきだと。実際、私も日本の中で都道府県や地方の自治体に行ってお話を

伺ったことがありますが、中村委員にもぜひこういう観点からのご意見を伺いたいん

ですが、産業政策とか教育政策は、それぞれ自治体の中である程度権限を持ってやっ

ている。ただし、労働政策になると国がかなりの大きな権限を持っていて、二重行政

になっていて、労働政策を動かすのはなかなか自治体としても難しいと。お金も余り

ないし。そういう意味で、産業でかなり一生懸命やったとしても、それとリンクして

労働政策を動かすのは難しいという意見を、そんなにたくさん全部47都道府県に回っ

たわけではないですが、幾つか聞いたところから伺っております。 

そういう意味からしても、その細かい地方のニーズに対応したり、産業とか教育等の

連携を図るという意味でも、思い切ったその国から地方への権限の移譲、そういうこ

とを視野に入れた制度改正をすることが重要なのではないかと。これは比較法的にも

いえますし、社会の大きな変化の中でも、そういう方向性に行くべきではないかなと

いうのが私の意見です。 

そういう意味で、２ページ目の１番目の丸の、国、地方、教育界、産業界が一体とな

った制度の確立を図るべきであるという、教科書的なまろやかな表現よりも、もう少

し具体的に書いていただければ、今後の議論にもつながり得るかなという気がします。 

以上です。 

○清家座長 ありがとうございました。 

では、ほかに。今、中村委員のほうに少し振られましたけれども、何かご意見ござい

ますでしょうか。 

○中村委員 今の水町委員のおっしゃったその制度間の連携というのは、本当にそれをや

らないと、ただ単に、例えば雇用保険の拡充も必要だと思うんだけれども、拡充した

ことで、費用だけが右肩上がりで上がっていくという結果に終わってしまいかねない

と思います。ですから、おっしゃるような連携というのは必ず盛り込んだほうがいい

のではないかなと。鳥瞰図的に見ながら、すべての制度というのはリンクしています

から、それらを含めた見直しというものを図っていくという必要性は全く同感でござ

います。 

ただ、一方で、地方自治体のほうに権限をおろすということも、基本的には賛成なん

ですが、そこで必ず強調させていただきたいのは、財源の裏づけをということでござ
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います。やはり先般のすべての地方自治体が、今、非常に疑心暗鬼の気持ちになって

いるのは、三位一体改革の結果なんです。方向性は、まさによしだったんです。しか

し、実際に、非常にあらですけれども、財源移譲は２兆4,000億、それに伴う補助金カ

ットは３兆6,000億。この三位一体改革を通じて、自動的に１兆2,000億円が地方にか

ぶさってきているんです。ですから、同じことはもう決してさせないというのは、市

長会も知事会も町村会もみんな共通した認識ですので、この財源のしっかりとした裏

づけのある権限移譲ということを、ぜひ網羅していただきたいなというふうに思いま

す。 

それから、市町村で言いますと、今、水町委員おっしゃった産業政策、教育政策、労

働政策、確かに労働政策の自主性というか、例えば市レベルにおいて独自性というの

は、本当に正直言って限られています。ただ、ほかも、労働政策と比べるとまだいい

のかもしれませんが、市町村で言うと、かつて産業政策はどこもほとんどやっていな

かったんです。産業政策というのは、国全体の経済もかかわるからということで、国

と県がやるべきもの。ところが、今、これだけの地方の時代という中で、地域間競争

も激化して、気づいたところは産業政策を市町村の段階で積極的に始めています。 

例えば、うちなんかでも産業経済部というのをつくりまして、その中に地域経済対策

課とか産業振興課というのを、この８年の間にどんどんつくって、職員も市役所にい

るなと。例えば企業誘致の担当者だったら、市役所にいたら仕事していないというこ

とだと。東京、大阪へ出張どんどん行って、企業への飛び込みセールスもどんどんや

れというぐらいの取り組みは、うちはやっているんですけれども、じゃあそれが全部

やっているかというと、いまだに産業政策は国、県が基本的にやるんだという自治体

も多いのも事実です。 

それから、教育のほうは、やっぱり教育委員会制度の壁がありまして、基本的に何も

言えないわけです。予算というものを通じてメッセージを送れるぐらいで、この点に

ついては、改善を今市長会としても求めているところですが、同じように縦割りの弊

害というのがございます。 

そんなわけで、とりわけこの労働政策については、おっしゃるように、私もどれだけ

のことをやったかなというふうなことを考えると、制度の問題もあって、なかなか思

い切ったことに踏み込んでいけないというふうな実態でございます。 

ついでに、少し述べさせていただきますと……あ、これは後でいいです。塩川先生、

何かお時間があるそうなので。 

○塩川委員 いやいや、どうぞやってください。 

○清家座長 それでは、塩川委員、早めにお出になると伺っていますので、もし。よろし

いですか。 

○塩川委員 私は、いろいろ政策をきめ細かくやっておられますけれども、何も労働省の

仕事ばかりではございません。ほかの省庁もそうなんですが、やりっぱなしなんです。
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その結果どうなっているのかということとか、評価とかいうのが全然ない。ましてや、

先ほど水町さんの言っているように、縦割りでその弊害が出ておって、連携が全然な

いというようなことがあるんです。 

ちょうど2003年、４年ごろ、セーフティネットだと言って、いろんなことやりました。

あの結果どうなっているんでしょうか。それが出ているのかどうか、さっぱりわから

ないところです。例えば、パソコン教育だというので、2002年だったかと思うんです

が、それを教習したら、その教室に対して補助金出したりしました。あの結果がどう

なって、今そんな教習所なんかほとんどなくなってしまったんじゃないですかね。そ

ういうようなことが、もう尻暗い観音でやっているということ、これをまず１つして

もらいたいということです。 

それから、労働問題は画一に決めることはできない。ましては、中央省庁が行政指導

だということで、一律やっていくということはできないと思います。私も、先日大阪

の釜ヶ崎というのがあるんですが、これは天下に有名な釜ヶ崎なんですが、あそこに

視察に呼ばれて行ったんです。この現場の人と話をしたいと。そうしたら今度の問題

で雇用派遣法ですか、今度改正されてしまうと手配師がなくなるんです。ところが、

あの人たちは手配師がなかったら仕事にならないんです。じゃ、労働派遣会社が来る

かというと、怖がってしまって全然来ないんです。そこで、どこの場所か集合しろと

いうので、その場所行ってみたら派遣会社の職員ではなくて、手配師なんです。そこ

になじみがあって、手配師とどんなことをしているのかといったら、歩合制を計算し

ている。つまり、１日6,000円、7,000円ともらうんだけれども、手配師に３割よこせ、

４割よこせという交渉なんです。そういう中で、派遣会社というのは、果たして雇っ

てくれるんだろうかということがある。そうすると、私はそういう地域には、釜ヶ崎

特区みたいなことを設けて、こっちも山谷にもあるんですかね、今度山谷行こうと思

っているんですが、連絡してきておるんです。そういうようなことを見ると、実際に

合った政策でないと話にならないじゃないですか。 

学生とこの前話ししましたら、今度の派遣法の改正で、我々社員にならなければパー

トに行けないんですかと、こういう質問が出たんです。それは、何か社員の登録なん

だろうと。いや、登録じゃないんで、社員にならなきゃならない。社員でなければだ

めなんだと、こういうことになっているんですかと言ったら、これ聞いておいてくれ

というので、今日聞いてみようと思っておったのですが、そんなことしてしまったら

学生のために来ているのか、派遣会社のための制限なのか、わからないようになって

しまうんです。 

それで、学生の言っているのは、時間と部活活動や何か、そういう合間を縫って予備

校の身で行っているので、それを募集するために、その手配師にかかった時間からと

いうことで、こういう派遣会社の社員になれということを言われておるんだろうけれ

ども、これは考えてくれんかと。我々アルバイトのチャンスをとられてしまいますよ
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と、こういうことを言っているんです。 

ですから、私はこういう雇用問題とか職業能力という問題は、これはその場その場の

法律だとか、行政指導でできるものではないと思うんです。ですから、これは救済の

方法というよりも、どういうことをやっているかということの重点した調査をしても

らって、その上で政策を考えてもらったらどうだろうと思います。従来のように企業

のプランだけでいくらやってみたって、地域で違いますよ。ですから、よくその点考

えてもらいたいと思っております。 

以上です。 

○清家座長 ありがとうございました。 

それでは、小杉委員、お待たせいたしました。 

○小杉委員 ありがとうございます。 

ちょっと話を戻させていただきますけれども、最初に私の一番、この資料３の就労ニ

ーズに即した能力開発、２ページのその上の文章、とても関心を持って読んでおりま

して、これをどうやったら肉づけできるかと。多分、最後の一体化した能力開発体制

の確立というのをもっと具体的に書き下ろしていかなければいけないんだなというふ

うに思っていました。 

基本的な方向は、やはりもう水町先生がおっしゃられたところにほとんど一致するん

ですけれども、私はつけ加えるならば、ターゲティングといいますか、対象によって

随分違うんじゃないかなというふうに思うんです。 

基本的に、今、一番就労機会に恵まれていないのは地方の産業のないところの若い人

で、かつ低学歴で、年長フリーター層になってしまったぐらいの年齢層で、かつ女性

というのが一番就労機会がなくて、低賃金労働者になっているところだと思うんです

が、そういう層に対してというのは、やはりその方たちはほとんど地域から動きませ

んので、その地域の中の現場の政策というのはとても大事で、そこで地域の産業融資

なり産業促進なりと連動した形で、労働者の育成というのは図っていかなければなら

ない。そういう教育と産業と労働とが一体化したというのは、まさにそこで本当に必

要だと思うんです。 

一方、地域間移動をするような人たちというのはもう少し幅広い見方が必要で、特に

高学歴者の場合は地域間移動がかなり多いので、それについてはまた違う連携の仕組

みが必要だろうと。何層かの形で、この一体になった能力開発体制というのは、現実

に合わせたターゲティングした上での仕組みというのを考える必要があるんじゃない

かなというふうに思いました。 

あと、上のほうの文章を読んだときにちょっと抜けているなと思いましたのが、既存

の能力訓練校のカリキュラムを求められるという、この文章なんですけれども、本人

の就労ニーズ、個人の就労ニーズに焦点を当てた書き方しているんですが、就労ニー

ズというか、就労というのは、やっぱり就労機会との接点が必要なので、こういうよ
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うなところにも、やはり地域の産業動向とか、そういうものとも関連をきちんと書き

込んでいかなきゃいけないのではないかと。今、見ている方向が一方的すぎるので、

連携のあり方とか、この具体的に、ここではこれを考えるべきだというようなことを

盛り込んでいくということが大事じゃないかなというふうに思いました。 

以上です。 

○清家座長 ありがとうございます。 

それでは、ほかに。どうぞ、古賀委員。 

○古賀委員 能力開発政策ですが、この国民会議でこの項についてメッセージを発信する

というのは、非常に必要なことだというふうに思います。 

そのことを前提に、少し問題意識なりを提供したいと思いますけれども、やっぱり我

が国の能力開発というのは、伝統的に企業内訓練に頼ってきたというのが、非常に大

きな特徴としてあるんじゃないかと思うんです。 

しかし、残念ながらという言い方は別にしまして、企業の訓練投資というのは、景気

や業績の影響を受けざるを得ないという側面があるということと、近年、非常に増加

した非正規雇用労働者は、この企業内訓練の対象として、当然のことながら明確に位

置づけられていないと。もう片一方で言えば、やっぱり日本というのは、統計が示し

ているように、国の教育訓練に対する支出というのは諸外国に比べてもかなり低いと

いう、そんな実態はきちっと受けとめておくべきじゃないかというふうに思います。 

それらの認識に立って、先ほど来議論がございますように、私も非常に重要なことは、

やっぱりトータルな能力開発、教育訓練の仕組みを、国、地方、民間の役割というの

は何であるのかということを少し整理をしながら、どうあるべきかということを早急

に検討していくという視点が、１つは重要ではないかというふうに思います。 

２つ目は、水町さん先ほど提起ございましたけれども、中間とりまとめにも盛り込ま

れました訓練期間中の所得保障の関係、あるいは総合的な就労促進や生活支援政策の

検討についても具体的な議論を早急に行うというふうなことでの、今後の検討に拍車

をかけるような後押しを、この国民会議の最終報告では分科会として発信をするべき

ではないか。その中の具体的な項目を、そのデザインをここでいろいろ議論している

と、かなりやっぱりまだまだ時間が足りないと思いますので、そういうことの発信と

いうことをお願いしておきたいというふうに思います。 

以上です。 

○清家座長 ありがとうございました。 

では、宮島委員、どうぞ。 

○宮島委員 ありがとうございます。 

今、お話がいろいろな委員の方からあったのと、私もかなり似通っているんですけれ

ども、若い方と話をしていて思いますのは、１つは、以前は就職してやはり会社が育

ててくれたんだけれども、今はかなり即戦力が求められていたり、あとキャリアアッ
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プにつながらない雇用の仕方というのが以前よりも広がっていて、自分を高めていく

職業教育の機会が減っているということです。 

私たちの報道番組で、たまたま最近、若者の労働に関するシリーズ特集を始めていま

して、今、「新卒の学生たちは、３年以内に35％ぐらいが辞めてしまうと、これはど

うしてだろうということで、そのディレクターともいろいろ話をしたんですけれども、

多いのが、やりたいことがわからないというところのようなんです。 

よく考えたら、私たちもやりたいことがわかって就職したわけでもないような気はす

るんですけれども、今、就職活動は早くなっているけれども、そこで自分でゆっくり

考える機会がないとか、大学や高校は必ずしも実学だけをやるべきではないとは思い

ながらも、学生時代でやっていることと就職してから見える世界というのが余りにも

離れているので、自分が何をやりたいのかがなかなか見出せないというような意見が

結構多いんだそうです。 

それで、じっくり考えていないままに、割合いい条件で就職しても、どうも思ったの

と違うということで、転職が悪いわけではもちろんないんですけれども、比較的先の

めどがないままに辞めてしまうというような方も結構いるというようなお話でした。 

日本は、進学率も高いですし、教育の機会そのものはあると思うので、大学教育の中

でいい形で、大学教育を実学だけにしてしまうのではないけれども何かいい形で連携

がとれたらいいのではないかと思います。 

例えば、一部の企業で、今始まっていると思うんですが、大学生をインターンで働い

てもらったりするものがあります。私も制度は余りよく知りませんけれども、企業に

とっても学生さんにとってもメリットがあるような形で、もっと進むと、自分にとっ

ての就職を考える機会というのが増えるのではないかなと思います。教育と職業訓練

と企業の活動のしっかりした連携というのが、やはり必要ではないかと思いました。 

○清家座長 ありがとうございます。 

ほかに、いかがでございましょうか。では、中村委員、先ほど……。 

○中村委員 今日の資料の件についてですけれども、ジョブ・カードについては、現場を

預かる立場から前も発言させていただきましたが、その意見等々、皆さん方の意見も

集約する中で出ている今回の方向性というものは、いいんじゃないかなというふうに

思います。 

ただ、現実的にということになりますといろいろと問題がありまして、例えばさっき

もお話があったんですが、職業訓練の充実というのはいいんですけれども、これは本

当に地域によって実情が全く違います。愛媛県でも３つぐらいのエリアに分かれてい

まして、南のほうは一次産業が中心、私どものところは三次産業が中心、東に行きま

すと二次産業が中心と、産業構造も違いますし、企業のそれに伴う実数も全然違って

きますから、相当きめ細かい地域ごと、エリアごとの訓練体制をとっていかないと実

効あるものにならないと思いますので、この職業訓練のあり方について、大きな変更
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を予定されているようですけれども、これを機会に、ぜひ地域ごとの実情を踏まえた

変更というものに心がけていただきたいというふうに思います。 

それから、とりわけジョブ・カードの問題なんですけれども、前にも申し上げたんで

すが、どれだけの企業が本当に取り組んでいただけるかということがポイントになっ

てくるわけですから、方向性の中に事業主支援の拡充というのも出ています。手続の

簡素化も出ています。それから、生活給付金の問題も出ていますけれども、これはよ

しなんですけれども、その中での事業主支援の拡充も方向性が、今日初めてこの資料

で拝見しまして、前向きに動き始めているなということに敬意を表させていただきた

いと思います。 

ちなみに、今までの制度でどうなっているかといいますと、例えば愛媛県150万人で

すが、９月末までの時点で、ジョブ・カードの取得者241名、有期実習型訓練に取り組

んで手を挙げていただいた企業３社という状況です。ですから、カードの取得者が生

まれても受け入れるところはないんです。ですから、これはもう一刻も早く企業を巻

き込んだような形に向けて努力をしていただきたい。スピードが大事だというふうに

思います。 

それから、もう一つは雇用保険制度の、先ほど水町委員さんからもお話がありました

けれども、これはあくまでも前提として、先ほどのいろいろな制度とのリンクで考え

ていく話なんですけれども、ただ、この加入義務づけの対象ということについてのや

はり拡大ということを検討しておく必要があるのではないかというふうに感じていま

す。 

以上が大体感じたところなんですが、それから、先ほど宮島委員がおっしゃった、若

い子は本当に目標を見つけられない、自分探しができないんです。これはここの委員

会の議論とはちょっと違うのかもしれませんけれども、自分探しができれば、目標が

生まれて、それに向かって歩みが始まるんですけれども、根本のところでそれを見つ

けられない子が多いので、まさにそのメッセージを伝えようとしているのが、司馬遼

太郎さんの「坂の上の雲」という小説でありますので、これからそういう若い子を指

導するときは、松山へ行って、「坂の上の雲」を味わってくることが一番よというふ

うに言っていただけたらと思います。 

○清家座長 では、ほかに。どうぞ、権丈委員。 

○権丈委員 能力開発とかいうのは、皆さんもおっしゃったことなんですけれども、もの

すごくお金のかかることなんです。ですから、何か先ほどからいろいろ言われている

ように、ものすごくお金がかかることなんだと、そして財源というものはしっかりと

確保しなければいけないとかいうような文言を、何か加えていただきたいなと思いま

す。 

そういう職業開発、職業訓練といいますか、例えば先ほど若年層などで、生活保護を

受けざるを得ないような人とか、いろんな話があるんですが、そこを待っているので
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はなくて、ヨーロッパとかだったら、道を歩いている人に職業訓練を受けたくないか

と言うような、そういう能動的なことをやっていきながらやっているんです。だから、

あれはものすごくお金がかかることで、そこまでやらないと余り意味がないのではな

いかなというのがありますので、何か財源の、皆さんもおっしゃっているんですけれ

ども、裏づけのある形で、積極的に今後、この問題に取りかかっていくんだというこ

とを示していただけるような姿勢がこの報告書の中にあれば、私としてはうれしく思

います。 

○清家座長 どうぞ、中村委員。 

○中村委員 申しわけありません、ちょっと忘れていたのが、教育や行政や企業が連携を

深めるって、本当に大事だと思うんですが、例えば今、うちの例なんですけれども、

今年の３月と７月に２社企業誘致が実現しまして、１社はソフト開発の上場会社、そ

れからもう１社は太陽光発電のパネルのセルをつくっている、世界のシェアの４割ぐ

らいを持っている会社なんですけれども、それが工場を立ち上げていただきました。 

そのときに、誘致活動の中で問題になったのが、一番大事なことは人材の供給なんで

すと、確保なんですと。この業界に戦力になる人材を、この地方でどれだけ確保でき

る可能性があるのかというのが重要な進出の要素なんですということをお伺いしまし

た。 

そこで、これは松山市単独の事業として、地元の国立大学と連携しまして、こういう

企業が来る可能性があるんだけれども、大学でそういう人材を育成するコースをつく

ってくれないだろうかと、費用もある程度行政が出しますということで、大学が受け

てくれまして、今そういったコースが設置される中で、供給が今度は始まっていくと

思うんですが、これは非常に生きたお金の使い方だなということをつくづく感じまし

たので、参考までに申し上げさせていただきたいと思います。 

それから、資料３のところなんですけれども、これは事務局になんですが、１ページ

の低所得者対策の２つ目の丸の３行目に、「自治体担当者の増強」という言葉がある

んですが、この言葉は使わないほうがいいと思います。 

今、地方自治体は、これも地元、自分のところの例で申しわけないんですが、８年前

から５年間で６％以上、定員を削減しました。一区切りついたかなと思ったときに、

国の方針でさらなる行政改革と。過去の実績は全く関係なく、一律５％以上さらに減

らせと来たわけです。ですから、今うちは10年間で11％減らすという作業に取り組ん

でいます。それだけ、国の方針で絞り込まれている状況をみんな必死になってクリア

しようと頑張っているときに、簡単に担当者を増やせということは、非常に刺激的な

言葉なんですよ、これ。ですから、せいぜい自治体の取り組み強化ぐらいにしておい

たほうがいいのではないかなというふうに思います。 

○清家座長 ありがとうございました。 

古賀委員、どうぞ。 
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○古賀委員 すみません。資料３の低所得者対策について、少しご意見を申し上げたいと

いうふうに思います。 

大枠、この３つのことだろうと思いますし、前回私欠席しまして大変申しわけなく思

っておりますし、意見書は出させてもらいました。 

１つは、生活保護の運用というのが、非常に今課題となっている、全国で不正受給が

明らかになる。一方では、漏給問題の解消も急務になっているという、こういう実態

があるということで、特に物価も上昇してきておりますので、そういう意味では乱給

対策の強化で、この生活保護のセーフティネットというのはやっぱり損なわれないよ

うな、そういうことがやっぱり必要ではないかというふうに思います。 

それから、２つ目は、中間まとめのほうでも少し議論になったんですけれども、減免

等手続の簡素化についてでございます。 

中間まとめで、ここの３番目に書いてありますように、制度ごとの体系を見直す必要

があるということは明示しておりますし、そのことはそのこととしてあったとしても、

現在やっぱり各制度ごとに、その受け手としても、例えば窓口が違う、用紙は違う、

さまざまな手続が非常に煩雑なものになってきているということからすれば、制度的

横断的視点に立って簡素化ということも１つあるんでしょうけれども、相談窓口のワ

ンストップサービス化などの利用者の立場に立った手続上の簡素化、このことを進め

るべきことを明記しておく必要があるのではないかということを申し上げておきたい

と思います。 

以上です。 

○清家座長 ありがとうございます。 

吉川委員、どうぞ。 

○吉川委員 能力開発について、皆様方のお話を伺っていて、地域的にきめ細かくとか、

そのことに私、反対するものではありません。むしろ大切なことなんだろうと、基本

的に同意といいますか、なるほどと思っています。ただ、私は専門がマクロですので、

マクロ屋の目から見て感じることを指摘させていただきたい。１つはマクロで見ます

と、雇用を生み出す産業経済の発展というのは、地域的に一様均衡ということはあり

得ない。いつの時代でも、どこの国でも。それにもかかわらず、どこの国でもいつの

時代でも、失業率が一直線に上昇していくというようなこともない。アップダウンは

ありますが、そこそこの水準に保たれているというのは、やはり人々が移動している、

地域的に移動しているからだろうと思う。これは、委員をされている方にはお話しす

るまでもなく、高度成長期をとってみれば、ものすごい勢いで、ほとんど民族大移動

といってもいいような地域的な人口移動があったわけです。ご承知のとおり、15歳く

らいの少年少女たちが、集団就職という形で地域的に移動したということです。これ

は時代、国を問わずそういうことがあったわけです。 

ですから、これはエキスパートの方々に伺いたいのですが、能力開発はもちろん大切
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だと思うが、それぞれの人たちがそこの地域にとどまるという前提で職業訓練をやる

となると、どこか限界があるのじゃないかという気がする。人々のスムーズな地域間

の移動ということもやはり視野に入れるべきではないか。これが第１点です。 

第２点もそれと関係しますが、マクロで見て、雇用がどういう分野で生まれているか

というのを見ると、これも委員の方々ご承知のとおり、幾つかありますが、１つ象徴

的な分野を挙げれば、医療、介護分野。これが断然、ここ十数年、雇用の伸びが大き

いところであるわけです。医療、介護と具体的にアイデンティファイしてみますと、

そこに職業訓練が必要であることは明らかであるわけですが、しかし、それと同時に、

第１点目と重なりますが、恐らくは地域的な人々の移動の問題というのもかかわって

くるのだろうと思う。 

以上は決してここの紙にも書いてある、あるいは塩川先生初め、皆様方がおっしゃっ

た地域によって違うから地域的にきめ細かくということにチャレンジしようと思って、

私は申し上げているのではなくて、それはそれとして大切だと思っています。これは

初めに申し上げたとおり。 

ただし、人々の地域間移動、具体的には医療、介護等ですが、そうしたマクロで見て

日本全体で伸びている分野、こういう部分にスムーズに、とりわけ若い人、現役の人

たちということだと思うが、雇用がつながっていくようなことをデザインしていただ

くというのが大切だ。介護ではご承知のとおり、介護報酬の問題などがあって、今ま

で勤めていた人ですら、そこから離脱せざるを得ないような状況がある。ある種それ

は制度的な人災といってもいいんだろうと思いますが、そういうことも含めて、マク

ロ的な視点も考慮に入れていただく必要があるのではないかと思った次第です。 

○清家座長 ありがとうございました。 

ほかにいかがでございましょうか。中村委員、どうぞ。 

○中村委員 今のマクロ的な見方は確かにそのとおりだと思うんですけれども、人口移動

を前提にしますと、当然増える地域と減る地域があって、例えば私ども行政体を預か

っている立場から、減ることを前提に発信する人、政策提言する人は一人もいません。

それは無理だと思います。ですから、やっぱりあくまでも地域事情に沿った努力をみ

んなでやって、結果論としての移動というものは受け入れるというのが、実際に現場

を預かっている人間の立場があるので、移動を前提にしてしまう政策提言というのは、

非常に理屈ではわかるんです。理屈ではわかるんですが、現実的に本当にできるのか

なと。地域では受け入れられないのではないかなという感じが、印象として持ちまし

た。 

○吉川委員 私も地域間移動を自由にして、いわゆる過疎のところはどんどん過疎になっ

てもしようがないんだ、それでいいんだということを申し上げているつもりはないの

です。 

ただ、いわゆる過疎の問題というのは、最近始まったことじゃない。先ほど申し上げ
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た高度成長期、半世紀近く前からそういう問題があったので、永遠の課題みたいなと

ころがあるんじゃないでしょうか。 

過疎の問題は放置していいということではない。しかし過疎はあくまでも止めると言

って、人口移動はなるべく少なくていいんだということでやっていたら、これはまた

経済が発展し得ない。ですから、経済が発展していくためには、やはり私が先ほど述

べたように人口移動は、必要なんだろうと思う。 

もう一方で、中村委員ご指摘のとおり、それだけでいいかというと、いわゆる過疎の

問題があって、地域の問題というのも、これも重要なテーマとして忘れちゃいけない。

これはご指摘のとおりで私もそう思うのです。ですから、歯切れは悪いんですが、こ

れは永遠のテーマで、人口移動と過疎２つのバランスをどのようにとっていくのかと

いうことだと思う。ただ、繰り返しになりますが、地域を守れという、それは標語あ

るいはスローガンとして悪くないと思うが、原理的にはですね。ただ、それが一人歩

きして人口移動が起きたほうが、本人にとっても経済全体にとっても結局はいいんじ

ゃないかというような人口移動まで生まれないようになってしまうと、これはやっぱ

りまずいんだろうと思う。そこのバランスを一体どうやってとるのかというところが

課題ということなんだろうと思います。 

○清家座長 どうぞ、古賀委員。 

○古賀委員 少し、今の議論に加わりたいと思うんですけれども、まさに今、吉川さんが

おっしゃったように、私もやっぱりバランスの問題だと思うんです、そこは。だから、

バランスの問題というのは、一番ややこしい、難しい問題でして、ただ、先ほどおっ

しゃった例えば医療、介護の問題とか、それから産業構造の変化というのは、その地

方とかあるいは田舎に行けば行くほど、その種のことが今から起こってくる可能性も

持っている。農業、林業をどうしていくのかと。これはまさに我々の生命線である食

料の問題と環境という問題も含めて、そういうことをどうしていくのかという問題と

か、あるいは医療でも介護でも、とにかくやっぱり特にその過疎地と言われる、ある

いは田舎が傷んでいるわけですよ、今その分野では、かなり。ということをどうして

いくのかということも、片一方ではあるわけですから、本当に先生がおっしゃったよ

うなバランスであり、永遠の課題だと思いますけれども、そこをやっぱりどういうふ

うに、お互いがお互いに理解し合えるようなことでの日本全体の国民の幸せとか、安

定した安心した暮らしみたいなことを、どう描いていくかということになっていくん

でしょうね、そこは。という感じがしますけれども。 

○清家座長 おっしゃるとおり、吉川委員も言われたように、医療とか、介護分野で雇用

誘発効果が大きいことを考えれば、社会保障制度などを通じて、むしろ地方に雇用機

会が生まれるというような可能性も一方ではあるわけで、まさに古賀委員が言われた

ようなバランスをどうとっていくかというところがポイントではないかと思います。 

○吉川委員 逆方向で今、歯車が逆回転しています。 
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○清家座長 どうぞ、権丈委員。 

○権丈委員 この前の生活保護のときにも、同じ話題になったと思うんですけれども、そ

ういう形で人口移動とかを前提にして、一国の生産性を高めるために資本の移動性も

高めてという形で、ある程度、その地方から結構、東京とかいろんなところに労働力

が回ってくるというのは必要だと思うんです。そういうところででき上がった一国の

富を、東京都の富ではなく、関東の富ではなく、一国の富として、先ほど今、清家座

長がおっしゃったように、医療とか介護とかというようなチャンネルを使いながら、

地方のほうに回していくという、あるいは返していくというような、その貢献と報い

というような関係がやっぱり明確にないと、地方はちょっとやりづらいかなというよ

うな気がいたしますということを、この前の話題と全く同じになってくるんですけれ

ども。 

○清家座長 ありがとうございました。 

どうぞ、岡本委員。 

○岡本委員 雇用の機会というものがはっきりしていて、雇用の数もはっきりしていると、

ニーズもはっきりしているから教育訓練も企業内で全部できるわけです。ところが、

今はそれほどダイナミックに雇用の発生というのがなかなかないわけでありますから、

いろいろな施策をしなければいけないと、こう思うのです。 

昔は中学校の人に対して職業訓練というのは、随分と日本の国もやったわけです。今

では、大学へ行きますと、就職するときには都市部へ都市部へというのが、やはり現

実だと思いますので、高学歴化によって、今でも新規採用の就職ということで言えば、

労働移動はそれなりに今のニーズに合った移動が行われているのではないかと、こう

思っているのです。 

問題は、東京にニートが何人いるのか、大阪にニートが何人いるのか、あるいは松山

にニートとか、職業訓練する人が何人いるのか、この分布がわかりませんので、焦点

がぼけるのですけれども、今、地方にいらっしゃる方というのは、親の面倒を見ない

といけないので、もう東京へ行けないとか、大阪行けないとか、あるいは身体に障害

があってどこかへ行けないとか、言葉は悪いのですが、とどまらざるを得ないという

か、残らざるを得ないような人が結構いらっしゃるのかなと、これは推測です。だか

ら、そういう人が自分たちは弱者とか、自分たちは置いておかれるのではないかとい

うような不安があって、社会的にはモラルハザードというようなことにつながってい

るとか、その実態はわかりませんが、例えば教育訓練の給付をもらっても、先ほど中

村委員の意見にもありましたけれども、求人のほうもなかなか地方ではクリエイトし

にくいと。 

ところが、受ける人がどの程度のレベルの意欲と展望を持って就職したいと思ってお

られるのかということもわからないのです。だから塩川先生もおっしゃるように、効

果を上げていくために、いろんな投資をしていますけれども、本当はその辺をもう少
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し分析しないといけないかなと思っているのです。宮島委員おっしゃったように、新

規で卒業して３年間で、もっと早ければ半年で辞めることはもう社会現象であって、

社会問題とは切り離すというぐらいにしないと、議論は混乱するかなと思います。決

して放っておいていい問題ではありませんで、これは１つの社会現象のほうに近い現

象で、社会問題と、我々がどうするのかという問題とは少し違うかなという感じもし

たのです。もっと深刻な問題は、そういう状況でもやはり地方に進展せざるを得ない

し、雇用機会もないし、それでどうすればいいかというふうにして困っておられる方

をどうするかというところをクリアに掘り下げて分析しないといけない。そんなこと

があるのかなと感じております。 

○清家座長 ありがとうございます。 

細野委員、何かご意見ございますか。 

○細野委員 この会議が始まる前に全員で話し合った「形式だけで終わってはいけない」

という点から考えると、今回の話は下手すると話が大きすぎて焦点が絞り込めず、具

体的には動けないのかもしれないなという危惧をもっています。ただ、今回の話につ

いては、僕自身も具体的にこうすべきだというのが強くあるわけではないのですが、

でも何か残り時間50分の中で、わかりやすいビジョンのもと、能力開発政策など具体

的にこうすればという、もうちょっと突き詰めた議論をしたいと。 

それで、まず権丈委員がおっしゃったように、能力開発というのは、とにかくお金が

かかる。これまでの会でも、とにかく医療とか、年金とか、めちゃくちゃ大変で、そ

れですら財源的にきちんと回っていくのかわからないという日本の状態がある。そん

な現実も踏まえながら考えると、僕は財政的にも大きな負担を生まない、うまくイン

センティブを喚起させるような方法が現実的ではないかと考えます。 

具体的に言えば、社員教育と団塊の世代の退職の話をうまく結び付けられないかと。

とにかく今はもう若者が簡単に会社を辞める時代になってしまった。良いか悪いかと

いうのはとりあえず置いておいても、もう若者を中心にどんどん辞めてしまう。だか

ら、会社と社員の関係性も大きく変化しつつあって、会社は「どうせすぐ辞めるんだ

ろう」ということをある程度、前提にせざるを得なくなってきている。そうなると、

これまでの日本の強さでもあった「会社による人材育成」が脆弱なものにならざるを

えなくなってしまう。そうなると、結局は今回の話のように国に能力開発のシワ寄せ

がどんどんきてしまう。だから今の時代に合った方向性を提示して促進していかない

とうまく機能していかないんじゃないかなと思っています。 

この会議の一連の流れの中で考えていくと、能力開発の話と年金の話とその団塊世代

の再就職の話も合わせるのが重要なのかなと思っていて。具体的に言えば、団塊世代

には、「これからまだ働きたい」という意思のある方も多いので、その再就職や定年

延長も絡める形で、新しい人材教育の基盤が作れないかなと。例えば今だと、所得が

あると年金が減らされてしまうような傾向がある。そこで国の政策として、定年後に
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人材育成教育に就いた際の助成として、働いても年金が減らない「働けば働くほど得

をする」というようなインセンティブとかを持たせてはどうかと。企業にとってみた

ら、そのような制度のもとでは、既に技術とかいろいろノウハウを知っている引退世

代をうまく生かしやすくなる。つまり、今までやっていた社員教育のシステムを、引

退後の団塊世代に任せるという新しい仕組みが今の時代に一番適しているのではない

かと思います。これだけ急速な少子高齢化が進む中、多くの団塊世代の方がこれから

日本の産業を支えてくれないような状況になると、やっぱり日本経済にすごく痛手だ

と思うので、そこを何とか緩和する方法としても、このような「働いても損しない」

という制度設計は重要だと考えます。 

○清家座長 ありがとうございました。 

どうぞ、小杉委員。 

○小杉委員 地域間移動の話とコストの話と感じたことをお話しさせていただきたいんで

すが、私は、本人の意識の形成とかそういうことばかり、個人のほうばかり見ている

んですが、先ほど最初にお話ししましたように、個人を見ていると学歴によってかな

り移動性向が違う。大学に進学の選択をしたあたりから、多分随分視野が広がってき

て、高等教育以降に視野が広がって、さらに移動するということになってくるんだと

思いますが、低学歴で離れれば離れる人ほど、移動性向が非常に昔よりも圧倒的に低

いですし、最近の高校生なんかを見ていると、高校選択理由は自転車で行けるかどう

かだと、そういうことを言う子も結構いるんです。かなり地域の間隔が狭くなってい

るなという感じがあります。 

やっぱり、今、最も社会的な支援が必要なといいますか、就業がなかなかうまくいか

なかったり、低賃金になってしまう人というのは、低学歴層なんです。学歴によって

失業率が違いますし、フリーター率なんていうのは本当に違います。低学歴と申しま

したが、高等学校卒業までの人と大学を卒業した人というのは、全然違っている。大

学卒業者のほうは、移動もするし、結構産業界の情勢によって動いていくんですが、

これはもう低学歴の人たちが地域にとどまることが非常に多くて、かつとどまる理由

というのが、やはり非常に子どもが少なくなる中で、地域でこれから親を支えていか

なければならないとか、そういうような状況を持った人たちがかなりとどまっていて、

この人たちでやはり能力形成をして、その場で生きていけるというのをつくるという

ことは、日本全体の産業政策と同時に、それはそれでもう一方で必要だと思うんです。 

その部分というのは、多分社会保障として考えなければならないというのは、やはり

地域にとどまる人について視点を置いた社会保障というのは、重要ではないかなとい

うふうに思いました。 

高校までに離れる人の場合の能力開発ということを考えたときに、やっぱり地域の高

校の果たす役割ってものすごく大きいと思います。先ほど、大学との連携の話ありま

したが、高校レベルでの、今、文科省と経産省と農水省とか連携して地域担い手事業
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なんていうのを始めていて、高校段階で地域の産業界との連携で人を育てるような仕

組みが始まっていますけれども、こういう地元に残ることを選択するタイプの子が多

い高校で、地元の産業で体験させながらどうやってこの地元で生きていくかというこ

とを、そういう方向づけをしていく、そういう教育が非常に重要だと思います。 

これは、今、日本の高校はほかの国に比べるとやっぱり親の支出が多いとか、日本の

教育は、国のコストは少ないんですけれども、個人のコストと企業のコストで今まで

ずっと教育がなされてきましたと言いますけれども、日本は非常に高等教育にたくさ

ん進んで、教育にすごく国全体、国のお金はかかっていないけれども、個人のお金は

すごく入っているんだと思います。今の現状の教育を、産業と教育の連携を地元で生

きていく人たちについて特に進めることで、安いコストでできることが随分あるかな

というふうに思います。 

○清家座長 ありがとうございました。 

どうぞ、権丈委員。 

○権丈委員 皆さんが労働の話をされていたりするときに、お金の話がばかりで申しわけ

ないんですけれども、ここで目的を達成するとする低所得者対策、ばね板のような政

策とか、能力開発政策というのは、先ほどお金がかかると言いました。目的を達成す

るためには、だいたいアメとムチの政策が２つある。３つ目に説得というのもあるん

ですけれども、そういう説得というのは余り使わないで、公共政策というのは大方い

つもアメかムチの政策を使うんですが、お金を使わなかったらどうしてもムチを使わ

ざるを得なくなるんですね。 

この国はいろいろな目的を達成するため人や組織を動かそうとするときに、お金を使

わないでやろうとするからムチでやってしまうんで、我々から見て非常によろしくな

いなという評価にならざるを得ないんですね。そして、ちゃんとお金を負担してから

みんなでやったほうが本当は楽になるのになというのがあるんですけれども、この国

ではなかなか負担の側面が動かないというのがあるので、ぜひともお金の話、財源調

達の話を加えていただきたい。と同時に、東京都の富ではなくて一国の富として再分

配しましょうといったときに、医療、介護といったんですが、もう一つはやっぱり教

育とか教育訓練、そして生活保護、このあたりのところをしっかりとやっぱりやって

もらわないと、地方に職場がない、雇用の機会がないから生活保護の受給者が増えて

きている。その中なか、地方自治体の負担があるがために地方自治体が目の前にある

生活保護受給者を減らしていこうとするインセンティブをものすごく強く持つ。だけ

れども、それは先ほども古賀委員がおっしゃったように、セーフティネットが効いて

いるということなんです。 

だから、そういう、私に言わせると妙なインセンティブを地方に余り持たせないよう

に、地方のところに対しては、その財源というときに、やっぱり地方の負担という形

での財源ではなく、やっぱり国の負担としての財源という形でやっていただかないと、
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これは医療、介護、そして教育から教育訓練、生活保護とかいうようなところに意図

せざるムチがかかってしまうというような状況になると思うので一言付け加えておき

ます。東京都とか愛知県とかは、私は勘違い自治体と呼んでいるんですけれども、自

分の努力でこれだけ税収が上がったと思っているかも知れないのですが、それは違う

わけで、本当は、地方のみんなが捧げている、貢いでいるんだと。労働力と資本を貢

いだ形でやっていて成功しているだけなのに、その部分を自分たちで独占しようとい

う形で勘違い自治体が地方分権というのを唱えていったりいろいろすると思いますの

で、私はその地方分権というところが、実はこの医療、介護、教育、教育訓練とか、

生活保護とかいうような流れの中で、非常に逆方向、余りよろしくない方向をベクト

ル向いているなというのがありますので、大きく国の形を考えていくときに、そのあ

たりから考えていただければと思います。 

○清家座長 ありがとうございます。 

いろいろご意見を伺ってきたわけでございますけれども、今日はこの資料３で先ほど

参事官からご説明いただきました、この分科会の追加報告事項というのをできるだけ

詰めていきたいというふうに思っておりまして、この１の低所得者対策のところは、

前回議論した内容をとりまとめてございますけれども、特に今日、今活発に議論して

いただいております能力開発政策のところは、本日の分科会の議論を踏まえてとりま

とめるということになっておりますので、ここを少し詰めておきたいなと思います。 

今、皆様方のご意見を伺っておりますと、もちろんさまざまなんですけれども、１つ

は特にこの２ページ目の最初の丸のところに書いてございます「国、地方、教育界、

産業界が一体となった能力開発体制の確立を図る」というところを、もう少し具体的

に記述すべきではないかというご意見があったかと思いますので、その辺について、

もしこの場で何かサジェスチョンとか、ご意見があればいただきたいということ。 

それからもう一つは、今、権丈委員も言われましたけれども、ほかの委員からも出て

おりましたように、やはりこういう能力開発をやる場合には、お金がかかるわけです

ので、その財源の確保等についても、何かもう少し具体的な記述ないしはその方向性

を示すようなことが必要であるとすれば、どのような書きぶりあるいはどのように記

述したほうがいいのかということを、少し教えていただきたいということ。この２つ

が大きなポイントかと思いますが、あと少し２つぐらいございましたのは、吉川委員

からもご指摘がありましたような、その上で、この労働移動とその地域の雇用政策と

いいますか、地域における能力開発施策の関連、先ほど資料２で説明していただいた、

最初の具体的施策という資料２の１ページ目のところで言えば、「労働者一人一人の

豊かな職業生涯を支えるための施策」というようなところには、多分労働移動という

ような視点も一部入っているのかとは思いますが、その点についてどのように考える

かということ。 

それからもう一つは、これは少しこの分科会の議論の範囲から外に出るかもしれませ
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んが、多くの皆さんがやっぱり指摘されていたのは、若者をどのように触発し、ある

いは若者の能力開発の動機づけをどのようにしていくかというようなこと、これは特

に小杉委員等もいろいろ言われたように、学校との連携のあり方、あるいは地域社会

との連携とのあり方等とも絡んでくると思うんですが、論点としてあったかと思いま

すが、もちろんそれ以外の点でも結構なんですけれども、特に最初に申し上げたよう

なこの一体的な雇用能力開発の確立という点と、そのための財源のあり方等について、

何かここで記述すべき内容とか、あるいは書きぶりについて、具体的なサジェスチョ

ンが今ございましたら伺いたいと思いますが、いかがでしょうか。 

もちろん特に今、急にはということもあるかもしれませんので、後ほど事務局のほう

に何らかの方法で、送っていただくという形で、それを私と事務局でとりまとめさせ

ていただいて、またそれを皆様に１回お返しして、最終的なこの追加部分のとりまと

めをするということも、もちろん最終的には考えておりますが。 

どうぞ。 

○吉川委員 先ほど塩川委員がおっしゃったことと関連すると思うが、私は能力開発のい

ろんなスキームをパブリックセクターが用意するというのはもちろん大事だと思うが、

１回つくって、それで100点満点うまくいくということはあり得ないと思う。時代も変

わるわけですし、重要なことは、やっぱりそうしたスキーム自体が進化していくよう

なことを、初めから制度の中に組み込んでおくことが必要なんじゃないかと思う。 

まずはやってみる。やってみてもうまくいかないこともあるだろう。また雇い手であ

る企業が、どういうふうにそうしたスキームを評価するのか。能力開発をして労働者

が市場に出て雇われるにしても、能力が本当にどれだけ開発されているのかというの

を評価してもらう必要があると思う。それがまたフィードバックされるべきでしょう

し、そうすることによって、どういう言葉が適当なのかわかりませんけれども、本当

にそれが実効性が上がってくれば、おのずから、何というんでしょう、ちょっとうま

い言葉が見つからないのですが、権威といいますか、本人の能力が文字どおりグレー

ドアップしたということを通して能力開発そのものが社会的に認知されるようになっ

てくるんだろうと思うんです。そういうふうになるためには、初めに戻りますけれど

も、１回でそういうことができるということ、あるいは１年でそういうことができる

ということは想像しがたいので、したがって、見直ししつつ、いい方向にその制度自

体が進化していくような情報公開、あるいは評価のシステム、そういうものを組み込

んでおくことが重要なのではないかと思います。 

○清家座長 先ほどご説明の中にも、その訓練政策とかについて、いわゆるＰＤＣＡサイ

クルをもっと発揮させるべきだということがたしか書いてございましたね。 

○吉川委員 ええ、そういうことです。要は、塩川先生がおっしゃったこととの関連です。 

○清家座長 まさにそれが大切なところですね。 

南委員、どうぞ。 
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○南委員 私も、政策自体を時代とともに環境に対して変えていくことが必要で、それを

システムに組み込む以外ないという感じがしております。どういう形でできるかとい

うことはわかりませんけれども、全く同感でございます。 

それと、若者の能力開発の問題だけに特化して言いますと、先ほど宮島委員が言われ

たこと、それから細野委員ですか、とにかく長続きはしなくなってしまったこの時代

をどうとらえるかということが非常に根源的なことで、それをここの委員会の報告書

に書き込むかどうかは別としまして、やはり若者の問題の根というのはそこにあると

いうことです。折に触れて感じるんですけれども、長続きしないという事実に加えて、

例えば、医療費を払わないのに携帯の費用は何万も払う、というようなモラルの低下

みたいな話が聞き飽きるほどたくさん世の中にあるわけですけれども、そういう価値

観の変化がありまして世の中全体がそうなってしまっている。これは、若者の責任で

はなくて、やはり若者をはぐくんできた社会の責任であるというふうに考えれば、そ

れを変えていかない限り、将来もっと高いものについてしまうということを考えれば、

やはりその根のところに手を何かつけないわけにはいかないわけです。労働の専門家

でもないのでまとまらないんですけれども、たとえば、今問題になっている労働の需

要がたくさんあるとされる介護に、若者がたくさん望んで行くかというと、初めは関

心を持ってそこへ入っても非常にきつい職場なわけです。職業能力を開発して、そう

いう職場に行きなさいと、働いて食べていくことが重要ですよと、いくら教えたとこ

ろで、それがハッピーでなければやっぱり辞めるわけです。 

ですから、もっともっと根源的なこととして、働いてきちんと食べていく、自分で生

活ができる、家族を持ち、子ども持ったりして、生きていく、どういう形であっても、

生きていることは幸せであると、幸せになれる、というそういう実感みたいなものを

若者にしっかり持ってもらうためには、やはり教育と一体になった若者の育成プログ

ラムが不可欠なのではないでしょうか。具体策になると突然漠然としてしまうんです

が、例えば介護領域にもっと若い人が行くようにすることであれば、こういう方法が

いいかどうかはわかりませんけれども、やっぱり若いとき、15、16の若いときに、お

年寄りを介護するということを、経験させることも必要では。諸外国の中には社会奉

仕を義務づけている国もあるわけです。何らかの形で何か働くとか、お年寄りのお世

話をするということが、感覚的に、これはこの国を支えていくためには必要なことだ

というふうに実感させるとか、何らかの強制力みたいなものは必要なのではないかと

いうことを感じます。 

○清家座長 ありがとうございます。 

どうぞ、小杉委員。 

○小杉委員 若干、若者側の調査をいろいろしている人間から言わせていただくと、若い

人たち、特に福祉にはすごく関心があります。一時、やっぱり福祉関係の仕事につき

たいという人が非常に多くなったんですが、福祉では食べられないということがみん
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なわかって、今、福祉離れしているんです。私は、そう思っていますので、若い人は

福祉に関心ないからいけないんじゃなくて、やっぱり福祉が仕事として成り立つよう

な仕組みをうまくつくっていないこちらの側のほうが大きな問題なんじゃないかなと

いうふうに思います。 

それから、若者がすぐ辞めるという話ですが、そんなのずっと昔からそうなんです。

私たちのころからそうだったと思います。高卒の３年離職率というのは、統計取り始

めたときからずっと４割とかそのぐらいで、３年たてば辞めるのが、低学歴の若者は

普通なんです。ただ、一握り大卒の若者、特に男性だけが辞めなかったという時代が

ずっと長かったんですが、その人たちも今、少し辞めるようになっているので、その

辺が変わったなと思いますが、若い時代に、私自身も転職の経験がありますし、ごく

普通にそういうことはあったんじゃないかと思うんです。それ自体は多分組み込まれ

ていることで、改めて課題にするというほどではないかもしれないと思う。むしろ、

やっぱり、つい若者バッシングしてしまうような傾向の議論だけはここではしたくな

いなと思うんですけれども。 

○清家座長 中村委員、どうぞ。 

○中村委員 本当に若い子たちは捨てたものじゃないと思います。私どももいろんな施設

の運営とかやっていますけれども、使命感に燃えて頑張っている若者がたくさんいま

すし、人のために役に立ちたいとか、お年寄りのために一生懸命貢献したいんだとか、

優しい気持ちを持った子たちたくさんいます。 

ただ、今、小杉さんがお話しなられたように、いつまでやったって年収が300万以上

にはならないというのが見えちゃうわけです。それで生活ができないと。だから辞め

ざるを得ないというふうな状況が、間違いなく福祉の分野にはあると思います。 

じゃ、それを回避するためには、待遇というものを考えなければいけない。そうする

と、財源の問題というのは必ず出てくる。さっきから、本当に議論を聞いていて、こ

の財源の問題、こうした介護や福祉の充実が、地方は高齢化比率が高いわけですから、

その仕事というのは比率でいったら非常に高いわけです。ですから、ここが充実させ

られれば、若い人の雇用は間違いなく発生するわけですから、保険等々の制度を活用

して、東京等に偏在しているお金を地方に振っていくというのは、非常に価値のある

財源論の１つなのかなと、つくづく思いました。 

ただし、今の現実からすると、それだけでも足りないと思います。だから、これは最

初にこの会議のときにお話しさせていただいたんですけれども、やがては消費税を上

げなければならなくなるのは間違いないんです。でもみんな逃げている。でも国民に

したって、自分の納めた税がきっちりと使われて、しかもそれが確認できる制度的な

担保があれば負担は応じてくれます。僕はそう思います。 

ただし、今は決してそういう状況にはなっていないわけですから、そこをやっぱり国

に携わる、これは政治も行政も含めて認識をしっかりしておかないと、今後ともこの
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財源論の問題というのは片づいていかないと思います。たからこそ、もう、例えばこ

れは議論外れますけれども、最初に申し上げたように、国会議員はもう200人、300人

減らしましょうと。自分たちがこれだけ血を流しますと。もうそこまで今、国の財政

事情来ているんです。霞が関の無駄遣いもここまで徹底的になくしましたというのを

見せたら、だれも僕は反対しないと思います。その上で、しっかりと堂々とやるよう

なことをしなかったら、間に合わなくなるなということは感じます。 

○清家座長 ありがとうございました。 

南委員。 

○南委員 すみません、一言だけ誤解のないように申し上げておきたいんですが、私、最

初にも申しましたように、そういうふうな若者の価値観というのは、若者自体が悪い

のではないという、そちらのほうを強調したいわけです。すぐ辞めるということが悪

い、いいではなくて、やはり財源投入して、きちんとお金をかけた能力開発をするこ

とはもちろん必要ですし、富の配分をきちんとバランスをとるということはもちろん

大事なんですけれども、最終的には働いて自ら生活を立てて満足である、幸福である

というところがないと、やはりよくはならないのではないかと。そのことをいかに若

者に実感してもらうかという、それをやはりきちんとすべきでないかということを申

し上げたいと思うのです。申しわけありません、言葉が足りなかったかもしれません。 

○清家座長 宮島委員、どうぞ。 

○宮島委員 先ほどの中村委員のお話にもありましたように国民が、政策がちゃんと効い

て、効果があったというふうに思える、これが無駄に終わらなかったというふうに思

えることは、すごく大事だと思っております。 

今、幾つかの政策について、塩川委員もおっしゃったように、やった結果がどうなっ

たのかがよくわからないというのもありますし、あと政策と政策の連携が、何かつな

がりがよくわからないものというのが、あると思います。 

例えば、14ページにあった、母子家庭の職業自立のためのカリキュラムというのは、

非常に考え方としていいと思います。職業訓練の間に託児サービスもあります。でも、

その後のキャリア・コンサルティングで就職するまでの託児はどうなるのか、すぐに

職が見つかるのかどうか。現実には保育の世界では、今とにかく都市部においては保

育所が足りなくて、既に仕事を持っている人たちだけでも保育所に入れるのがものす

ごく大変なので、職探しをしている間の保育所を見つけるというのは、やっぱりすご

く大変だと思うんです。 

そうすると、この自立カリキュラムの政策そのものが非常によくても、職業訓練を受

けて、ちゃんと託児を受けても、職業訓練を受けた後に、もし職探しをしている間の

託児のところがうまくいかないと、結局そこでいったん切れてしまうかなとか。それ

はそもそも保育所の充実の話だと思うんですけれども、それぞれ実際政策を使う人の

立場に立ったときに、それがうまく流れて、ちゃんと効果的に効果に結びついたかと。
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ちゃんと新たな雇用ですとか、目標とした結果に結びついたかというところのフィー

ドバックが、すごく大切だと思うんです。何人かの委員もおっしゃったと思うんです

けれども、それぞれの結果の確認、フィードバックや、政策と政策の間がちゃんとつ

ながっているかどうかということで、そもそも少子化対策って、何か少子化対策の中

だけでも政策がぶつぶつ切れているのを感じるんですけれども、政策がつながって個

人個人がちゃんとうまくいくということをフォローしながら行うことは、非常に大事

だと思っています。 

○清家座長 小杉委員、どうぞ。 

○小杉委員 フォローしてチェックしていくというのは、非常に大切だと思います。フォ

ローしてチェックするというのは、その体制が組み込まれていなければいけないない

です。若者自立塾に少しかかわっているんですけれども、結局半年後にどういう状態

になったかまでずっとフォローしていく必要があって、あるいは自立といっても、し

ばらく、やっぱり心のよりどころみたいにしてもとの塾に帰っていろいろみんなと雑

談したりとか、そういうことが必要で、そのためにはフォローしていくことができる

だけの、そこに人を割けるだけの、自立塾というのは委託型なんですが、そういうそ

こまでつけなければフォローはできないんです。政策をきちんと評価して、その結果

を情報公開して評価するシステムというのは、最初から組み込まなければいけないん

じゃないか。だから、役所の予算づけの中にそこまで組み込むだけのことをしていか

なければ、実は評価、公開というのはできないんじゃないかというふうに思います。 

○清家座長 ありがとうございました。そこにも、お金がやはりいるということでしょう

ね。 

どうぞ。 

○岡本委員 就労ニーズに即した能力開発ということでご議論あるわけですが、一番端に

は就職先があるかどうかという問題があるわけです。これは、成長政策、産業政策の

問題であり、地方自治体のいろんなご努力で雇用創出するという努力があるという前

提とか、そういうものがなくてはいけない。 

もう一方においては、働きたいという方が労働意欲なり、勤労意欲なり、就職しよう

という意欲があるかどうかという前提で、そこがなければどうしようもないわけです。

しかしこれも就職先の問題があるわけですけれども、一応働きたいという意欲がある

人だという前提にします。この真ん中が教育ニーズになるわけです。そうすると、訓

練制度をつくって訓練をしていただいて、訓練を受ければ、まず就職ができるという

インセンティブがないと、これはどうしようもない。 

それで２つ目は、この訓練を受けたら今よりもやりがいがある仕事につけるか、給料

の高い仕事につけるかというインセンティブがないといけない。形だけ訓練制度をつ

くって、私大工さんになりたいからと、その地方が国のお金で職業訓練する時代が昔

ありましたね。あるいは私は左官屋さんになりたいからと職業訓練した時代があった
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わけです。そういう時代では今はないわけですから、先ほど宮島委員のやりがいがな

いから辞めるという方はまだ救いがあると思うのです。やりがいを求めて、私はそう

いう人はどんどん就職活動されると思いますから、その問題というのは、私は、意識

の変化は考えておかないといけないけれども、今すぐ職業能力訓練と一体として議論

するのは、もっと時間がかかるかなと思うのです。 

そうすると、結局、今言ったように、どういうインセンティブをつくるかということ

がないと、余りお金をかけても効果が上がらないかなと。ダイナミックなアイデアで

はないのですけれども、やはり成長政策は全部国にお任せして、地方は徹底的に求人

の掘り起こしを全国的に展開して、松山だったらこういう仕事がありますよ、こうい

う訓練やりますよと言ったら、内子のほうから来るかもしれません。あるいは吉田町

のほうから来るかもしれないでしょう。だから、やはりそれも労働移動です。おじい

ちゃん、おばあちゃんは、松山だったら行ってもいいよと言うかもしれないでしょう。

東京へ行くと言われるとなかなか大変かもしれないけれども、内子の人とか、吉田町

の人とか、宇和島の人が町におられたら、遠いところということになるかもしれませ

ん。この際１回、地方自治体が頑張って就職先の掘り起こしをやって、その中からも

う少し実践的な教育訓練プログラムというものをつくっていくということが、先ほど

吉川さんがおっしゃったように、フレキシブルに職業訓練がやはりニーズに合わせて

変わっていくということも、それがないと、私は実践的にならないかなと、こんなふ

うに思うのですが、どんなものでしょうか。 

○清家座長 権丈委員、どうぞ。 

○権丈委員 岡本委員が指摘されたように、インセンティブがないと、お金をかけてもい

ろいろ難しいんじゃないかというのがあるんですけれども、そのインセンティブを持

たせるのにお金がかかるんです。 

だから、みなさんのいろんな話を伺っておりまして、それらの話は違う側面から見れ

ば、介護報酬を上げようという議論をしているのと私は同じだなというふうに聞こえ

るわけです。そうなると先ほどから言う、給料を上げるというアメの政策がやっぱり

非常に重要なところになりまして、そのためにどうしてもやっぱりお金が必要になっ

ていく。それを使わなかったら今度はムチを使うか、あるいは条件づけ権力といいま

すか、コンディションドパワーといいますか、説得、納得というか、経験をして、介

護のありがたみがわかって、非常に価値がわかる人をつくるというのも１つの手段な

んですけれども、私は制度設計をやっていく上では、やっぱり普通の人を対象とした

形で制度が動く形にしないと、ちょっと制度というのはもたない、難しいなというの

がありますので、そのあたりのところを、やっぱりアメを使っていく形でやろうとす

ると、財源が必要になってくるというのがあります。 

そして、先ほどおっしゃった形で、社会保障とか教育とかいろんなものを使って、一

国の富をもう一度再分配していこうよというようなことは、私は積極的社会保障政策
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という形で、もう何年も言い続けていることでして、社会保障というのは、成長政策

あるいは経済の安定化政策と矛盾するものではなく、むしろ促進するものなんですね。

一国の成長を達成し経済を安定化させ、かつ全国的な均整的な成長を遂げていくため

には、社会保障は必ず必要なんだという、あるいは社会保障という再分配政策を使わ

ない手はないという形でずっと言っております。そこで一番参考としている成長論と

いうのが吉川先生の経済成長論ですので、いろいろと私、そこら辺のところを今日ご

理解いただけて非常にうれしく思います。先ほど中村委員の方から「坂の上の雲」の

コマーシャルがありましたので、私のほうからも積極的社会保障政策ということのコ

マーシャルを、最後にこの場でさせていただきました。 

○清家座長 どうもありがとうございました。 

いろいろまだご意見あるかと思いますけれども、そろそろ時間になりましたので、今

日の議論はここまでとさせて……どうぞ。 

○権丈委員 本日、「働き方に中立的な社会保険制度等の確立」という話がありました。

それと関連するところなんですけれども、中間報告の中で、その部分どういうふうに

書かれているかといいますと、「非正規雇用者への社会保険適用と適用事業所の対象

をさらに拡大する方向で早急に検討するべきである。その際、短時間就労を含め、労

働時間にかかわりなく保険料を支払う制度についても適用を免れるための細切れ労働

時間を設定させないという視点からは、検討する価値があるだろう」というふうに書

かれております。 

中間報告が親会議に提出されたのは6月19日でした。その直前のこの分科会での会議

は6月13日に行われており、その時は、「その際短時間就労を含め、労働時間にかかわ

りなく保険料を支払う制度についても検討を視野に入れて考えるべきであり、まず少

なくとも雇用主については、労働時間と関係なく保険料を支払うという制度にするこ

とも検討すべきである」という文章だったんです。「少なくとも雇用主については、

労働時間と関係なく保険料を支払うという制度にすることも検討するべきである」と

いう文章がちゃんとあったんですね。私もその意見には反対はしませんと言ったんで

す。たしかに、私は水町委員と小杉委員のおっしゃる雇用主に限ったりせずに被用者

本人にも適用するということは反対しませんこの「少なくとも雇用主については」と

いう文章は、私がこれを言い続けていたんですけれども、そのときに水町委員と小杉

委員が、やっぱりこれはやっぱりこれは雇用主に限らない方が良いとおっしゃって、 

私もその意見は反対はしませんと言ったんですけれども、不思議なことにいつのまに

か、私が言い続けてきた「少なくとも雇用主については」の部分が消えてしまってい

た。実は、日本の制度の下では、「少なくとも雇用主については」を加えないと、実

行不可能で、意味がない報告書になるんですね。ですから、もしよろしければ、前の

部分ですから、もしよろしければ、前の部分「労働時間にかかわりなく保険料を支払

う制度についても検討」は否定しませんので、「少なくとも雇用主については」も加
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えた両論併記として、追加ではなくて、最終的に6月13日にここで議論したときのバー

ジョンに戻していただければありがたく思いますので、よろしくお願いいたします。 

○清家座長 では、その点につきましては、また委員の皆様と少し事務局と意見交換をさ

せていただいて、可能であればそのようにさせていただくと。ここで、そのようにす

るというふうには確約はできませんが、させていただきたいと思います。 

どうもありがとうございました。社会保障国民会議につきましては、総理からも10月

をめどとして、とりまとめを指示されておりまして、そのために本日追加報告事項案

を皆様に議論をしていただいたわけでございますが、できましたら、本日の議論を踏

まえて、もう一度私のほうでこの追加報告案を事務局と一緒に改定いたしますので、

その手直しをしたものについて、また皆様と少しキャッチボールをさせていただきな

がら、私のほうでとりまとめをさせていただいて、本体の社会保障国民会議に報告さ

せていただくという形をとりたいと思いますが如何でしょうか。もちろん、その前に

必ず皆様方の了承を得られるように、最終文章を回覧します。もちろん、時間的にゆ

とりがあればもう一回この分科会を開きたいところなんですけれども、親会議との日

程等の問題、それからもちろん政治的な日程から言っても、できるだけ今月中にこの

報告書をまとめたいということでございますので、既に中間報告のところでかなり意

見の集約ができておりますが、この追加の部分についても、そのような形で社会保障

国民会議の親会議のほうに報告させていただく形にさせていただきたいと思っており

ますが、ご了承いただけますでしょうか。 

○岡本委員 結構でございます。 

○清家座長 ありがとうございました。では、そのようにさせていただきます。 

そこで、先ほどちょっと申しましたけれども、特に今日の能力開発の部分等について、

少し具体的にこういう書きぶり、あるいはこういうふうにしたらどうかというご提案

を、ぜひ事務局のほうにメールあるいはファクス、もちろん電話等でもよろしいかと

思いますけれども、いただければと思っております。その上で、早急に案を作成して、

また皆さんに見ていただき、最終案を確定していきたいと思っております。どうもあ

りがとうございます。 

それでは、本日の会合はこれで終了させていただきたいと思います。どうもありがと

うございました。 


